
※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※ 予定価格（入札書比較価格）の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

株式会社日立製作所

セントラル警備保障株式会社

565,000,000

無効

応用地質株式会社 378,000,000

兼松エアロスペース株式会社 317,954,000

新成物産株式会社 198,950,000

株式会社三技協 172,380,000

シマヅプレシジョンインスツルメンツインク 第１回　落札129,999,696

￥

入札参加者 摘　要
第１回入札

入札金額

第２回入札

入札金額

低入札価格調査実施済　第１回　落札　

212,175,799 -調 査 基 準 価 格 ￥ 233,393,379 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110

￥ 353,626,332 -

￥ 142,999,665 -

積 算 額 ￥ 388,988,965 - 入札書比較価格（予定価格の100/110）

予 定 価 格 ￥ 388,988,965 -

落 札 金 額

落 札 者 シマヅプレシジョンインスツルメンツインク

国土交通省航空局

競争入札経過調書（最低価格落札方式）

件 名 無人航空機検知システムの製造（製造・設置・調整）
開 札 年 月 日 令和5年8月18日　( 落札決定日 令和5年9月29日 )

入 札 執 行 官 署



：

：

：

１ ．落 札 者 ：

２ ．落 札 者 決 定 日 ：

入 札 年 月 日 令和5年8月18日

〈　落札者の決定について　〉

件 名 無人航空機検知システムの製造（製造・設置・調整）

シマヅプレシジョンインスツルメンツインク

令和5年9月29日

令和5年9月29日

　　支出負担行為担当官
　　国土交通省航空局長

入 札 場 所 国土交通省　航空局　入札室

　　上記入札について、予算決算及び会計令第８６条第１項の規定により調査した結果、次の

とおり落札者を決定をしたので、契約事務取扱規則第１０条第３項の規定により公表する。



低入札価格調査の実施概要（物品の製造又は役務の提供等） 
 

 

件     名：無人航空機検知システムの製造（製造・設置・調整） 

 

発 注 機 関：国土交通省 航空局 

 

調査対象業者名：シマヅプレシジョンインスツルメンツインク 

 

項   目 内   容 

(1) その価格により入札した理由 

調査対象事業者は、過去に航空局向け

の無人航空機検知システムを納入した実

績を有しており、履行の経験から人件費、

作業費の低減を図っており、一般管理費

等についてもコストダウンを図ってい

る。 

また、本製造の機材の基幹部分の製造

会社が、無人航空機検知システムの市場

拡大に伴う同社製品の普及促進を図って

おり、部品の調達価格を抑えることがで

きることで製造に要する費用を削減可能

と判断し、応札金額を決定した。 

(2) 当該契約の履行体制 

対外調整部門、現地設置部門、品質管理

部門の体制を確保する予定であり、製造

会社の日本国内販売代理店との協力体制

も確立されており、特に問題があるもの

と認められない。 

(3) 当該契約期間中における他の契約請負状況 

自衛隊及び防衛装備庁関係での機材調

達、機材修理にかかる請負契約が多数あ

るものの、いずれも同社の他部門におけ

る請負作業であるため、本製造への影響

は認められない。 

(4) 手持機械等の状況 保有機械の使用予定なし。 

(5) 国及び地方公共団体等から過去において受

注・履行した契約件名及び発注者 

・無人航空機検知システムの製造（製造・

設置・調整）（航空局） 

上記の受注実績があり、問題無く履行し

ている。 

(6) 経営内容 
調査対象事業者の決算報告書等から、

健全な経営が行われている。 

(7) (1)から(6)までの事情聴取した結果について

の調査検討 

今回、調査基準価格を下回る入札結果

となった主たる要因は、 

・製造機材の基幹部分の備品調達価格を

抑えることができたこと 



・過去の受注案件で得た経験・知見を基に

効率的な作業が可能と判断し、人件費、作

業費、一般管理費等の低減が図れたこと 

 以上により入札価格を検討した結果で

あり、これらは調査対象事業者の本案件

落札に対する努力によるものと考える。 

 また、仕様書で定められている製造内

容について誤認がないこと、確実な品質・

工程管理を考慮した履行体制が確保され

ていることを確認した。 

 これらのことから、本案件の履行に支

障をきたすことはないと考える。 

 以上の理由から、調査対象事業者の入

札価格は調査基準価格を下回っているも

のの、契約の履行に支障があるものと認

められない。 

(8) 信用状況 問題なし 

(9) その他の必要な事項 特になし 

 
 


